
固
定
資
産
土
地・家
屋

価
格
等
の
帳
簿
縦
覧

　
ご
自
身
の
固
定
資
産
の
評
価
額
が

適
正
か
ど
う
か
判
断
で
き
る
よ
う
、

縦
覧
で
き
ま
す
。

時�

４
月
１
日（
月
）～
５
月
３１
日（
金
）

の
平
日
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５

時
１５
分

所�

税
務
課

・
縦
覧
で
き
る
人
・
帳
簿

　
土
地
の
納
税
者
：�

土
地
価
格
等
縦

覧
帳
簿

　
家
屋
の
納
税
者
：�

家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿

持�

納
税
者
本
人（
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類
）、
代
理
人（
委
任
状
、
代

理
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
書

類
）

問�

税
務
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
１
５

　
5（
５
８
３
）９
７
３
８

平
成
31
年
度
国
民
年
金

保
険
料
の
お
知
ら
せ

　
平
成
３１
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

額
は
、
月
額
１
万
６
、４
１
０
円
で
す
。

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
納

付
書
で
、金
融
機
関
や
郵
便
局
、コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
電
子
納
付
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ

る
納
付
や
口
座
振
替
も
で
き
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問�

草
津
年
金
事
務
所

　
☎（
５
６
７
）２
２
２
０

　
国
保
年
金
課

　
☎（
５
８
２
）１
１
２
０

　
5（
５
８
２
）１
１
３
８

後期高齢者医療保険料を一部見直します

　平成3１年度の後期高齢者医療保険料について、一部見直しを行います。保険料を記載した決定通知は7月に
郵送します。
①所得が低い人への均等割軽減率が変更されます
　�　経過措置として行われていた均等割の9割軽減および8.5割軽減について、平成3１年度から段階的に変更さ
れます（下表参照）。なお、これまで9割軽減の対象であった人は、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料
の軽減強化の対象になる場合があります。

②元被扶養者の均等割軽減が変更されます
　�　これまでは制度加入年数にかかわらず5割軽減を適用していましたが、平成3１年度以降は加入後2年以内の
み適用に変更されます。※所得割はこれまでどおりかかりません。
③均等割の軽減範囲が一部拡大されます
　・均等割が5割軽減される人
　　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
　　（改正前）「基礎控除額（33万円）」＋「27.5万円×世帯の被保険者数」
　　（改正後）「基礎控除額（33万円）」＋「28万円×世帯の被保険者数」
　・均等割が2割軽減される人
　　被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
　　（改正前）「基礎控除額（33万円）」＋「50万円×世帯の被保険者数」
　　（改正後）「基礎控除額（33万円）」＋「51万円×世帯の被保険者数」

問国保年金課　☎（582）1120　5（583）3911
　県後期高齢者医療広域連合　☎（522）3013　5（522）3023

対　 象 均等割の軽減割合
平成31年度 平成32年度 平成33年度

これまで8.5割軽減の対象の人 8.5割（激変緩和措置として据え置き） 7.75割 7割
これまで9割軽減の対象の人 8割 7割 7割
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